
一般財団法人松本市スポーツ協会表彰及び感謝状贈呈規程 

 

(目 的) 

第１条 この規程は、一般財団法人松本市スポーツ協会定款第４条第６号に基づくスポーツ功労者

の表彰及び感謝状の贈呈並びに他の表彰への推薦について必要な事項を定めることを目的とす

る。  

 (表彰の内容) 

第２条 表彰の内容は、次のとおりとする。 

⑴ 特別功労表彰 

⑵ 功労表彰 

⑶ 精励表彰 

⑷ 特別栄光表彰 

⑸ 栄光表彰 

(表彰状及び副賞) 

第３条 表彰は、表彰状を該当する個人又は団体に授与して行う。 

２ 表彰には副賞として記念品を添えることができる。 

(表彰の対象者) 

第４条 表彰の対象者は、一般財団法人松本市スポーツ協会の関係者及び協力者並びに加盟団体の

関係者とする。 

(表彰の基準) 

第５条 表彰の基準は、別に定める一般財団法人松本市スポーツ協会表彰候補者推薦基準(以下「推

薦基準」という。)による。 

(表彰の手続き) 

第６条 表彰は、年 1回行う。 

２ 表彰は、各加盟団体長の推薦する個人又は団体を理事会で審査し、会長が決定する。 

３ この規程による表彰に該当すると思われる者がその表彰前に死亡したときは、専務理事は速や

かに会長と協議し、表彰状を遺族に交付することができる。 

(感謝状への準用) 

第７条 第３条から前条までの規定は、感謝状の贈呈について準用する。 

(他の表彰への推薦) 

第８条 文部科学大臣表彰、長野県表彰、長野県教育委員会表彰、松本市表彰及び長野県スポーツ 

協会表彰は、推薦基準に基づき、該当する個人又は団体を推薦する。 

(他の表彰への推薦の手続き) 

第９条 推薦は、各加盟団体長の推薦する個人又は団体を理事会で審査し、会長が決定する。 

附 則 

財団法人松本体育協会表彰及び感謝状贈呈規程は廃止する。 

  附 則 

   この規程は、一般財団法人設立の登記の日(平成２５年４月１日)から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和２年６月２６日から施行する。 



一般財団法人松本市スポーツ協会表彰候補者推薦基準 

 

1 一般財団法人松本市スポーツ協会表彰 

 

⑴ 特別功労表彰 

ア 満５０歳以上の者で、次のいずれかに該当する個人 

(ア) 一般財団法人松本市スポーツ協会(以下｢この法人｣という。)功労表彰を受賞後１０年

以上で、現在も加盟団体で活躍している者〔財団法人松本体育協会(以下｢旧協会｣という。)

当時に功労表彰を受賞後１０年以上で現在も加盟団体で活躍している者を含む。〕 

(イ) この法人の理事及び監事を通算３期６年以上務めた者 

〔旧協会において、会長、副会長、専務理事、常務理事、監事の職にあった者については、

その職にあった期間を通算して３期６年以上であること。〕 

(ウ) この法人の評議員、部会長及び委員長を通算４期８年以上務めた者 

イ その他、特に功績が大きく理事会で推薦した個人又は団体 

 

⑵ 功労表彰 

ア この法人の精励表彰を受賞後１０年以上で、現在も加盟団体で活躍している者(旧協会当

時精励表彰を受賞後１０年以上で現在も加盟団体で活躍している者を含む。)のうち、満４０

歳以上の者で特に功績のあった個人 

イ その他、特に功績が大きく理事会で推薦した個人又は団体 

 

⑶ 精励表彰 

ア この法人へ加入後１０年以上の加盟団体に１０年以上所属している満３０歳以上の者で特

に功績のあった個人 

イ その他、特に功績が大きく理事会で推薦した個人又は団体 

 

⑷ 特別栄光表彰 

ア 加盟する団体の上部団体が主催、共催又は主管する世界大会に出場した個人又は団体等(松

本市内の団体及び選抜チームにおける松本市該当者をいう。以下同じ。) 

イ 加盟する団体の上部団体が主催、共催又は主管する同一全国大会で連続優勝をした個人又

は団体等 

ウ その他、特に功績が大きく理事会で推薦した個人又は団体 

 

⑸ 栄光表彰 

ア 一般、大学生、高校生の部 

(ア) 加盟する団体の上部団体が主催、共催又は主管する全国大会(以下全国大会には同一企

業の大会は含まない。)予選会の複数県ブロック大会(北信越大会、中部地区大会など)以

上の競技会で優勝した個人又は団体等 

(イ) 加盟する団体の上部団体が主催、共催又は主管する全国大会予選会の各種県大会で 3

年連続優勝した個人又は団体等 



(ウ) 国民体育大会に 3年連続出場した個人(監督、コーチ、メカニシャン等の登録メンバー

も含む。)又は団体等 

(エ) 加盟する団体の上部団体が主催、共催又は主管する各種全国大会でベスト 8 以内に入

賞した個人又は団体等 

(オ) その他、特に功績が大きく理事会で推薦した個人又は団体 

イ 中学生の部 

長野県中学校選手権大会若しくは同ブロック大会又は加盟する団体の上部団体が主催、共

催又は主管するこれらの大会に準ずる大会で優勝した個人又は団体等 

ウ 小学生の部 

加盟する団体の上部団体が主催、共催又は主管する大会で一番大きな長野県大会又はこの

大会に準ずる大会(当初選定推薦した大会)で優勝した個人又は団体等 

 

⑹ 感謝状 

ア この法人の役員で特に功績が大きく、２期４年以上務めた者で、退任した個人 

イ この法人の振興発展のため多額の金品(１０万円以上)を寄附した個人又は団体 

ウ その他、特にこの法人の発展のため尽力した者で、理事会で推薦した個人又は団体 

 

２ 他の表彰への推薦 

⑴ 文部科学大臣表彰 

ア 長野県表彰又は長野県教育委員会表彰を受けた満５５歳以上の個人 

イ その他、特に功績が大きく理事会で推薦した個人又は団体 

⑵ 長野県表彰及び長野県教育委員会表彰 

ア 松本市表彰又は長野県スポーツ協会表彰を受けた満５５歳以上の個人 

イ 全国競技団体の表彰を受けた個人又は団体 

ウ その他、特に功績が大きく理事会で推薦した個人又は団体 

⑶ 松本市表彰及び長野県スポーツ協会表彰 

ア この法人の特別功労表彰を受けた満５０歳以上の個人 

イ 長野県競技団体の表彰を受けた個人又は団体 

ウ その他、特に功績が大きく理事会で推薦した個人又は団体 

 

附 則 

財団法人松本体育協会表彰候補者推薦基準は廃止する。 

附 則 

   この基準は、一般財団法人設立の登記の日(平成２５年４月１日)から施行する。 

附 則 

   この基準は、令和２年６月２６日から施行する。 

 


